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        は じ め に

本市は、桜島・錦江湾に代表される豊かな自然、明治日本の産業革命遺産をはじめとする個性あ

ふれる歴史・文化など、すばらしい地域特性を有しており、高次都市機能と自然が調和し魅力あふ

れる南九州の交流拠点都市として、これまで着実に発展を続けてきました。

一方、我が国では、人口減少局面への移行がいよいよ現実となり、本市の人口も昨年発表された

国勢調査の確定値で６０万人を下回りました。今後のまちづくりにおいては、高齢者や子育て世代

をはじめとするあらゆる世代が健康で安心して暮らせる快適な生活環境の形成や、財政制約の強ま

る状況での持続可能な都市経営の実現が大きな課題となっています。

このような中、平成２６年８月に改正都市再生特別措置法が施行され、コンパクトなまちづくり

に向けた法的枠組みとして、住宅や商業・医療施設などの都市機能増進施設の立地の適正化を図る

ことを目的とした、市町村による「立地適正化計画」の策定が新たに盛り込まれました。

本市では、これまで、将来の都市像と都市づくりの方向について基本的な方針を定めた

「かごしま都市マスタープラン」において、人口減少・超高齢化に対応したコンパクトな市街地を

形成する集約型都市構造の実現を目標に掲げ、地域の核となる地区に生活利便施設を集約するため

の各種施策に取り組んでまいりましたが、さらなるコンパクトなまちづくりを進めるため、この度、

「かごしまコンパクトなまちづくりプラン（立地適正化計画）」を策定いたしました。

今後は、これらを踏まえた施策に積極的に取り組みながら、多様な都市機能が集約され、生涯に

わたり誰もが安心して快適に暮らすことのできるコンパクトで魅力あふれるまちづくりを進めて

まいります。

終わりに、策定にあたりまして、ご意見やご協力をいただきました市民並びに市議会の皆様をは

じめ、かごしまコンパクトなまちづくりプラン策定協議会委員、都市計画審議会委員の方々及び関

係各位に心から感謝申し上げます。

平 成 29 年 3 月

鹿児島市長 森 博 幸
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